
○岡田議長

最後 の登 壇とな りま す 。ちょ っと 疲れ ている とこ ろです が、 集中

して まい りたい と思 い ます。 本日 は、 ２つの テー マにつ いて 質問

して まい ります ので 、 明快な 御答 弁を よろし くお 願いい たし ます。

まず最初に、不登校に関する情報提供についてです。

米 子市 におけ る不 登 校の状 況に つい ては、 先ほ どの森 谷議 員の

質問 で明 らかに なっ た ところ です 。令 和５年 度が ４０９ 名、 令和

６年 度が ４２８ 名と 、 不登校 の児 童生 徒数が 年々 増えて いる こと

は度 々議 会でも 取り 上 げられ てい ると ころで すが 、多様 な学 びの

機会 を確 保する とい う ことで 、米 子市 のぷら っと ホーム や民 間の

フリ ース クール など 、 その受 皿と なる 社会資 源も 増えて きて いま

す。 現在 、米子 市に は 、不登 校の 子の 居場所 、学 びの場 はど のよ

うなものがありますでしょうか。

○岡田議長 浦林教育長。

○浦 林教 育長 米子 市 内の不 登校 児童 生徒の 居場 所や学 びの 場に

つい ての お尋ね でご ざ います 。本 市所 管のも のと しまし ては 、教

育支 援セ ンター ぷら っ とホー ムの ほか 、市内 全中 学校と 一部 の小

学校 に設 置して おり ま す校内 サポ ート 教室が ござ います 。そ の他

の学 びの 場とし まし て は、Ｉ ＣＴ を活 用した 支援 を行っ てお りま

して 、例 えば自 宅や 校 内サポ ート 教室 でのオ ンラ インに よる 授業

配信 や、 自宅学 習支 援 などが ござ いま す。ま た、 一部の 民間 のフ

リー スク ールを 、校 長 の裁量 にお きま して指 導要 録上、 出席 扱い

にで きる 施設と 認め る ととも に、 そう いった 施設 に通う 子ど もた



ちに 対し まして は、 授 業料と 交通 費の 一部を 補助 する、 そう いっ

た支援を行っているとこでございます。

○岡田議長

授 業料 や 通学費 の支 援な ど、鳥 取県 、米子 市は 充実

して いる のでは ない か と思っ てい ると ころで す。 そのほ かに も、

地域 の皆 さんの 御努 力 により 、子 ども 食堂な ど地 域での 居場 所や、

不登 校の 子を持 つ親 の 会など 、つ なが れる場 所も 増えて いる とこ

ろで す。 米子市 の不 登 校の子 ども を持 つ親の 皆さ んが御 自身 の経

験な どか ら、子 ども が 学校に 行き 渋り 始めた 早い 時期に 情報 が欲

しか った として 、学 校 での情 報提 供を 求めて おら れまし たが 、そ

れに 対し て、市 はこ れ までど のよ うな 対応を して こられ まし たで

しょうか。

○岡田議長 浦林教育長。

○浦 林教 育長 不登 校 児童生 徒の 保護 者の皆 様へ の本市 の情 報提

供の 状況 につい ての お 尋ねで ござ いま す。例 えば ぷらっ とホ ーム

につ きま しては 、市 の ホーム ペー ジで すとか ポス ターあ るい はパ

ンフ レッ トなど で広 く 周知を 図っ てお ります ほか 、本市 が認 定し

てお りま すフリ ース ク ールに つき まし ても、 対象 施設等 の情 報を

市のホームページに掲載をしております。

ま た、 議員が おっ し ゃった 学校 での 対応で あり ますけ れど も、

まず 、各 学校で でき る 対応と しま して 、教室 以外 の校内 での 学習

の場 の提 供や、 先ほ ど 申し上 げま した オンラ イン での授 業、 ある

いは ＩＣ Ｔを活 用し た 支援等 を紹 介し ており ます 。また 、そ のほ

かの 学校 外の施 設と し てぷら っと ホー ムを紹 介す る、そ うい った

こと を行 ってお りま す 。不登 校支 援に 関する 情報 をお伝 えす る際



には 、子 どもた ちや 保 護者に 、そ うい った方 の思 いにし っか りと

耳を 傾け 、最大 限寄 り 添いな がら 丁寧 に進め てい るつも りで ござ

いま す。 中でも 学校 外 の施設 の紹 介な どの際 には 、保護 者の 誤解

を招 くこ とのな いよ う 細心の 注意 を払 ってい ると ころで ござ いま

す。

○岡田議長

保 護者 の 誤解の ない よう という 御答 弁あり まし たが、

民間 も含 めた総 合的 な 情報提 供と なる と、教 育委 員会と いう 立場

で苦 慮し ておら れる と いうこ とは 承知 をして おり ます。 そう いっ

たこ とも あり、 親御 さ んたち が自 主的 にリー フレ ットを 作成 し、

配布 され たりも して お られる とこ ろで す。早 く情 報につ なが るこ

とで 、親 子共々 、試 行 錯誤し 苦し い思 いをす る期 間が減 るよ うに

も思 いま すが、 不登 校 に関す る情 報を 提供す るこ とにつ いて の必

要性と課題をどのように認識しておられますでしょうか。

○岡田議長 浦林教育長。

○浦 林教 育長 情報 提 供の必 要性 と課 題につ いて のお尋 ねで ござ

いま す。 先ほど 申し 上 げまし たよ うに 、不登 校支 援につ きま して

は学 校も 非常に 慎重 に 対応し てい ると ころで ござ います が、 個別

での 情報 提供に つき ま しても 、今 後も 引き続 きそ ういっ た丁 寧さ、

これ は大 変重要 なこ と と考え てお りま す。一 方、 保護者 の考 え方

も様 々で 、学校 でで き る対応 、こ ちら を望ま れる 場合も あれ ば、

その 他の 場所で の支 援 、そう いっ たも のも含 めて 検討し たい とい

う場 合も ござい ます 。 そうし たこ とか ら、校 内で の対応 につ いて

の情 報提 供につ きま し ては、 これ まで と同様 にし たいと いう ふう

には 考え ており ます が 、校外 の施 設等 につき まし ては、 教育 委員



会と こど も総本 部と で 作成を 進め てお ります この 資料の ほう を提

供し たい という ふう に 考えて おり ます 。その 際に は、保 護者 のニ

ーズ や意 向を丁 寧に 聞 き取っ た上 で、 学校が 学校 外の施 設の 支援

を勧 めて いると いう よ うなこ とで はな くて、 教育 委員会 から 、支

援の 選択 肢の一 つと し て情報 提供 であ る旨を しっ かりお 伝え して

いきたいと、このように考えております。

○岡田議長

学 校が そ ういう 学校 外の 施設な どを 紹介す ると 、何

か学 校に 見放さ れた の ではな いか とい うよう な受 け止め をす る親

御さ んも いらっ しゃ る という こと で、 そうい った ことか ら、 恐ら

く米 子市 だけで はな く 全国的 に、 学校 を中心 とし た情報 提供 とい

うのが進まないという実態があるのだと思います。

そ うい うこと を受 け て、文 部科 学省 からも 不登 校児童 生徒 の支

援に 係る 情報提 供等 に ついて とい う表 題の事 務連 絡が令 和５ 年７

月３ １日 発出さ れて い ます。 その 別添 として 、実 際のリ ーフ レッ

トの ひな 形が示 され て います 。こ れが そうな んで すけど 、こ れを

基に して 、幾つ かの 自 治体で はも う独 自のパ ンフ レット を作 って

おら れる ところ もあ り ます。 これ 、何 がいい かと いいま すと 、ま

ず最 初に 、保護 者の 方 の困り 事に まず 寄り添 って いると いう こと

です 、不 安や困 り事 あ りませ んか とい うこと で。 このリ ーフ レッ

トの 立場 として は、 不 登校は 誰に でも 起こり 得る ことで すと いう

ふう にあ ります 。先 ほ ども家 庭教 育の 話とか あり ました が、 どの

よう な家 庭にお きま し ても、 誰が 今不 登校に なる か、行 き渋 るか

分か らな いよう な状 況 がある と思 いま す。そ れを 、例え ば昭 和の

時代 です と、不 登校 の 子ども さん の親 御さん に対 して、 あな たの



教育 が悪 いんで すよ 、 ここを 直さ ない といけ ない んじゃ ない です

かと いう ような こと を 学校か ら言 われ るよう なこ ともあ った そう

です 。今 、この 令和 の 時代に そう いう ことは ない とは思 いま すが、

そう いっ た立場 から 、 文部科 学省 もこ ういっ たパ ンフレ ット を推

奨しているというふうに私は捉えております。

こ のリ ーフレ ット で すが、 各自 治体 によっ てそ ういう 社会 資源

も異 なり ますの で、 そ れがす ごく 違い がよく 分か るよう な配 置に

なっ てい ます。 これ 、 インタ ーネ ット で見れ ます ので見 てい ただ

いた らと 思いま すが 、 こうい った 見や すいひ な形 ありま すの で、

今作 成を 進めて おら れ るとい うこ とで すので 、ぜ ひこの よう なひ

な形 も参 考にし て作 っ ていた だけ れば と思い ます 。先ほ ども 申し

上げ まし たけど 、不 登 校の問 題と いう のは当 事者 だけの 問題 では

なく 、誰 にでも 今や 起 こり得 ると いう 認識の 下、 もしそ のよ うな

状況 に陥 ったと きに 、 そうい えば 学校 からそ んな リーフ レッ トも

らっ たよ うな気 がす る と、ま ず思 い起 こして もら えるよ う、 保護

者の 皆さ んに対 して は 幅広く 、こ の紙 の媒体 で配 布して いた だく

よう要望をしておきます。

で は、 ２番目 、淀 江 ゆめ温 泉で のレ ジオネ ラ対 策につ いて 伺い

ます。

１ つ目 は、原 因究 明 と対策 につ いて です。 ６月 定例会 では 、再

発の 懸念 につい て意 見 申し上 げま した が、案 の定 といい ます か、

当然 の帰 結とい いま す か、修 繕工 事や 職員研 修な ど県の 改善 指示

どお りに 対処し たに も かかわ らず 、高 濃度の 菌検 出とレ ジオ ネラ

症発 生に 至った こと に ついて 、ど こに 問題が あっ たと認 識し てお

られますでしょうか。



○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 ど こに問 題が あっ たと認 識し てるか につ いて

のお 尋ね でござ いま す 。令和 ７年 ５月 にレジ オネ ラ菌が 検出 され

た際 には 、追い 炊き 用 の共通 配管 内が 汚染源 とし て推測 され たた

め、 配管 内の洗 浄等 の 再発防 止策 を講 じたも ので ござい ます 。続

いて の令 和７年 ７月 に おきま して は、 地下水 を利 用した 上が り湯、

上が り水 からレ ジオ ネ ラ菌が 検出 され たため 、地 下水の 配管 系統

が汚 染源 ではな いか と 推測し てい ると こでご ざい ます。 以上 です。

○岡田議長

個 別の 事 象につ いて は、 そうい った 理由が ある とい

うこ とは 分かり ます 。 ６月定 例会 では 、原因 究明 は再発 防止 に不

可欠 とい う観点 から 質 問をし まし た。 あの時 点で も、講 じら れた

安全 対策 では再 発防 止 に不十 分と 考え ていま した 。なぜ なら 、例

えば 病気 の治療 でい え ば、先 ほど 言わ れたよ うな 御答弁 、あ れは

いわ ゆる 対症療 法で し かない から です 。レジ オネ ラ対策 につ いて、

もっ と総 合診療 的な ア プロー チが 必要 だった ので はない でし ょう

か。 何よ り、利 用者 を 菌から 守る ため に本気 で安 全対策 をし なけ

れば なら ないと いう 気 持ちが 、指 定管 理者の 白鳳 からも 米子 市か

らも 全く 感じら れま せ んでし た。 県に 言われ たこ とをや って 、一

日も 早く 営業を 再開 し たいと いう 空気 に包ま れて いたよ うに 思い

ます 。温 浴施設 とし て 安定運 営し てい た淀江 ゆめ 温泉の 何が これ

まで と変 わって いた の でしょ うか 。そ こにフ ォー カスし ない 限り、

問題 の解 決はあ り得 な いと考 えま す。 私は、 この 件の背 景と して

３つ の要 素が考 えら れ ると思 いま す。 １つ目 に、 施設の 老朽 化、

２つ 目に 、温暖 化や 高 齢化な ど外 的要 因の変 化、 ３つ目 に、 専門



性の欠如です。

ま ず、 施設の 老朽 化 です。 施設 が老 朽化す ると 、新し いう ちは

つる っと してい ても 、 徐々に 凹凸 が増 え、掃 除の 行き届 かな い箇

所が 出て きます 。な の で、老 朽化 は大 きなレ ジオ ネラリ スク であ

ると 言え ます。 ６月 定 例会で タイ ルの 目地修 繕に ついて 伺い まし

たが 、５ 月のそ の修 繕 前の目 地が どの ような 状態 であっ たの か、

こち らの 写真を 御覧 く ださい 。こ れは 米子市 に公 文書の 公開 請求

をし て出 てきた 、工 事 の前の 写真 です 。ちょ っと 見えに くい とは

思い ます が、ま ず、 こ この部 分は 、も う完全 にタ イルが 壊れ て剥

がれ てぼ ろぼろ にな っ ていま す、 粉々 になっ てい ます。 この 目地

の部 分な んです が、 こ この部 分な どは もう完 全に 目地あ りま せん。

下の 土台 が見え てい ま す。こ うい った 状況が 、結 局、清 掃が 行き

届か なく てレジ オネ ラ 菌の繁 殖に つな がった とい うこと です 。こ

の状 態と いうの は、 レ ジオネ ラど ころ か、普 通に けがを して もお

かし くな いよう な状 況 です。 よく これ を放置 して いたな とい うふ

うに 思い ます。 市は 、 目視で 確認 して いない こと を６月 定例 会で

確認しています。

５ 月１ ６日の 入浴 営 業中止 以前 の菌 検出と 、営 業再開 後の 菌検

出を 受け て、そ れぞ れ どのよ うな 対策 を施し たの か、そ の費 用と

財源も併せて御説明ください。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 菌 検出に おけ る対 策の内 容、 費用及 び財 源に

つい ての お尋ね でご ざ います 。５ 月の 菌検出 にお きまし ては 、原

因と され る設備 の運 用 方法の 見直 しを 行った と伺 ってお りま す。

また 、男 女浴槽 のタ イ ルの目 地を 修繕 し、修 繕費 ７７万 円を 淀江



振興 課の 予算内 で対 応 してお りま す。 続いて の７ 月の菌 検出 にお

きま して は、浴 槽内 を 消毒す るた めの 設備の 更新 及び追 加を 行い、

修繕 費７ １万 5,０ ０ ０ 円 を 同 じ く 淀 江 振 興 課 の 予 算 内で 対応 して

おります。以上です。

○岡田議長

６ 月定 例 会では 、米 子市 にはこ の件 に関し て、 瑕疵

はな いと いうふ うな 答 弁でし たが 、こ のタイ ルの 目地を 米子 市が

修繕することになったのはどのような理由によるものですか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 米 子市が タイ ル目 地を修 繕す ること にな った

理由 につ いての お尋 ね でござ いま す。 レジオ ネラ 菌検出 に対 する

再発 防止 のため 、安 全 性を早 急に 確保 する必 要が 生じた こと から、

緊急 的に 市が修 繕す る ことと なっ たも のでご ざい ます。 以上 です。

○岡田議長

９ 月１ 日 に淀江 ゆめ 温泉 の現地 に会 派で赴 き、 常時

消毒 の設 備など 、こ の たびの 変更 点に ついて お話 を伺っ たと ころ

です 。白 鳳さん のほ う では、 配管 洗浄 や復旧 費用 など、 ソフ ト面

で約 １５ ０万円 から １ ６０万 円の 追加 費用が 発生 してい ると いう

こと です 。さら に、 設 備面で は今 後約 ２００ 万円 の追加 投資 が必

要と のこ とです が、 こ の追加 費用 につ いては 、白 鳳側と 米子 市の

どちらが負担することになりますか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 設 備の追 加費 用の 負担に つい てのお 尋ね でご

ざい ます 。現在 、指 定 管理者 と協 議を 行って ると ころで ござ いま

す。以上です。



○岡田議長

先 行す る 工事の 費用 １４ ８万 5,０ ０ ０ 円 は 淀 江 支 所

の 予 算 内 で の 対 応 と い うこと です が、 ほかの 施設 や事業 への 影響

はありますでしょうか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 ほ かの施 設や 事業 への影 響に ついて のお 尋ね

でご ざい ます。 ほか の 施設の 修繕 内容 を精査 した ことに より 、淀

江振 興課 の予算 内で の 対応が 可能 だっ たため 、ほ かの事 業へ の影

響はなかったと考えております。以上です。

○岡田議長

ほ かの 施 設の修 繕を 先送 りした とい うふう に受 け止

めま した 。単な る修 繕 なら流 用で も致 し方な いと 思いま すが 、温

泉の 運用 方針を 大き く 変える よう な改 修につ いて 、議会 に報 告も

なく 実施 して本 当に よ かった のか とい うこと につ いて御 所見 を伺

います。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 温 泉の運 用方 針に 伴う議 会へ の報告 につ いて

のお 尋ね でござ いま す 。淀江 ゆめ 温泉 は源泉 その ままの 天然 温泉

を使 用し てきま した が 、再度 のレ ジオ ネラ菌 検出 を踏ま え、 利用

者の 安全 対策を 最優 先 とし、 指定 管理 者にお いて 浴槽水 の常 時消

毒を 行う ことを 判断 さ れたと 伺っ てお ります 。現 在、消 毒剤 の濃

度管 理な ど運用 方法 を 検証し てお り、 事業再 開に 向けた 状況 の整

理が でき た時点 で、 改 めて議 会へ の報 告を行 いた いと考 えて おり

ます。以上です。

○岡田議長



報 告は 、 もし検 査が オー ケーだ った 場合、 営業 再開

の前ですか、後ですか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 議 会への 報告 時期 の想定 につ いてと いう お尋

ねで ござ います 。早 け れば今 定例 会の 委員会 での 報告を 予定 して

いる とこ でござ いま し て、再 開の 時期 につき まし てはま だ不 明な

点が ござ います ので 、 その点 、御 了承 いただ けれ ばと思 って おり

ます。以上です。

○岡田議長

私 とし て は、利 用者 の安 全対策 を最 優先と して ほし

かっ たの で、こ のた び の白鳳 さん の対 処につ いて は理解 をし てい

ると ころ です。 ただ 、 ２回の 事故 や天 然かけ 流し でなく なる こと

の売 上げ への影 響な ど 、不透 明な 部分 もある こと から、 その 決定

に至 る過 程につ いて は 、工事 に着 手す る前に 、議 会に何 らか の形

で報告していただきたかったと思っております。

対 策を 施して も、 配 管の劣 化な どが 衛生管 理の 妨げに なる こと

は予 想さ れます 。根 本 的にレ ジオ ネラ リスク を低 下させ るに は、

大規 模な 改修と いう こ とも視 野に 入っ てきま す。 本市の 公共 施設

等総 合管 理計画 の個 別 施設計 画に より ますと 、淀 江ゆめ 温泉 につ

いて は令 和１２ 年に 約 9,５ ０ ０ 万 円 の 大 規 模 改 修 が 予 定 さ れ て い

ます 。ま た、泉 源の 権 利を持 つ民 間事 業者に 温浴 施設自 体の 譲渡

も視 野に 入れた 管理 が 必要に なる とも 記され てい ます。 ただ 、そ

の民 間事 業者、 白鳳 で すが、 令和 ６年 度は約 ７０ ０万円 の赤 字に

なっ てい ること から 、 この計 画の 実現 可能性 はか なり低 いと 考え

てい ます 。もう 既に 施 設の存 続の 可否 を検討 する 時期に 来て いる



のではないかと考えますが、市長の御見解を伺います。

○岡田議長 伊木市長。

○伊 木市 長 こ の施 設 につき まし ては 、平成 １２ 年のオ ープ ンか

ら既 に２ ５年が 経過 し ており まし て、 施設の 老朽 化が進 行し てる

とい うこ とは、 これ は 事実で ござ いま す。し たが いまし て、 これ

まで 当面 の施設 運営 に おいて 必要 な修 繕のみ を行 ってき たと いう

とこ ろで はござ いま し た。現 在に おき まして は、 温泉の 泉源 を有

して おり ます事 業者 を 指定管 理者 とし ており ます が、昨 年度 に、

事業 者の ほうか らの 申 出を受 けま して 民営化 に向 けてか じを 切っ

たと ころ でもご ざい ま すので 、今 後の 事業推 移を 見なが ら事 業者

の意 向を よく聞 いて 、 その辺 りに つい ては検 討を してい きた いと

考えております。

○岡田議長

総 合管 理 計画の 総量 抑制 目標は １０ 年間で 延べ 床面

積の ５％ 削減で すが 、 計画の 終期 を迎 えても 1.３ ９ ％ し か 減 ら せ

て い ま せ ん 。 ち ょ っ と 悠長な こと を言 ってい る場 合では なく 、施

設レ ビュ ーや施 設仕 分 など、 市民 に開 かれた 場で の議論 が必 要で

あると考えますので、私から提案をしておきます。

２ 番目 、被害 者へ の 補償に つい て伺 います 。淀 江ゆめ 温泉 の利

用者 で、 レジオ ネラ 症 を発症 され た方 の医療 費の 補償に つい て伺

いま す。 白鳳が 対応 す る補償 対象 とな ってい る方 は何人 で、 対応

の進捗はどのようになっていますでしょうか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 白 鳳が対 応す る補 償対象 の人 数と対 応の 進捗

状況 につ いての お尋 ね でござ いま す。 指定管 理者 からは 、現 在ま



でに レジ オネラ 症を 発 症され た方 で問 合せが あっ た人数 は５ 人と

伺っ てお ります 。そ し て、既 に全 員と 補償の 対応 済みだ とい うふ

うに伺っております。以上です。

○岡田議長

補 償に つ いては 、白 鳳が 加入し てい る損害 保険 で対

応し てい るとい うこ と ですが 、か かっ た医療 費の 全額が 補償 され

ない ケー スがあ ると 聞 いてお りま す。 このケ ース につい ては 、白

鳳はどのように対処していますか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 白 鳳の対 処に つい てとい うこ とでの お尋 ねで

ござ いま す。補 償内 容 に関す る個 別の ケース につ きまし ては 、言

及は 差し 控える とこ ろ でござ いま すが 、補償 の対 象とな る範 囲に

おい て、 できる 限り の 対応を して いる と指定 管理 者から は伺 って

おります。以上です。

○岡田議長

個 別の ケ ースに つい ては 言いに くい という こと です

が、 私は 実際、 この 淀 江ゆめ 温泉 の利 用者で レジ オネラ 症を 発症

され た５ 名のう ちの お 一人に 、直 接お 話を伺 うこ とがで きま した。

状況 につ いて、 公に し ていい と了 承を いただ いて おりま す。 先ほ

ど利 用者 の高齢 化と 申 し上げ まし たが 、この 方は ８８歳 の男 性で

す。 脳梗 塞から 回復 後 に、早 く元 気に なりた いと 淀江ゆ め温 泉の

年間 会員 になり 、４ 月 初めか ら毎 週火 曜日に 入浴 してお られ まし

た。 ５月 ６日の 入浴 時 に既に 下痢 の症 状があ った という こと です

ので 、こ のとき 既に 発 症して いた とし ますと 、潜 伏期間 があ りま

すの で、 前の週 の４ 月 ２９日 に感 染さ れた可 能性 が高い と推 測で



きま す。 発熱な どの 症 状があ るに もか かわら ず、 市販薬 で様 子を

見ら れて いまし たが 、 ５月１ ３日 の朝 に意識 消失 し、救 急搬 送さ

れた とい うこと です 。 このと き医 師か らは、 １週 間もた ない 、こ

の病 気で 生きて 帰る こ とは難 しい など の説明 があ り、御 家族 は大

変シ ョッ クを受 けら れ たそう です 。治 療の詳 細な どを知 るこ とは

でき ませ んが、 見せ て いただ いた 医療 費の明 細書 から、 医師 が抗

生物 質を 替えて みた り と、必 死で 命を つなぐ 治療 をされ た様 子が

うか がえ ました 。そ う いった 御努 力も あって 、今 は自営 のお 店の

カウンターに立てるまでに奇跡的に回復なさっています。

御 本人 も御家 族も 、 ゆめ温 泉に 殺さ れに行 った ような もの だと

大変 憤っ ておら れま す 。医療 費に つい ては、 白鳳 側から 、病 院に

対し て立 て替え てお い てほし いと 言わ れ、全 額を 病院に 支払 われ

たと いう ことで す。 こ の際の 白鳳 の対 応につ いて も、差 額ベ ッド

代と おむ つ代は 補償 の 対象で はな いと 聞いて いた ら、そ の分 は病

院に 払わ なかっ たの に 、なぜ 説明 して くれな かっ たのか と不 満を

述べ てお られま す。 保 険会社 によ る医 療照会 を経 て、８ 月２ ２日

に差 額ベ ッド代 を除 い た補償 対象 分が 既に白 鳳か ら振り 込ま れて

いま すが 、白鳳 に対 す る不信 感か ら、 振り込 まれ たお金 をど う扱

って いい のか戸 惑っ て おられ ます 。そ の辺り も、 もっと 丁寧 な説

明が 必要 だった ので は ないか と思 いま す。こ の白 鳳の対 応、 あま

りに もお 粗末で はな い でしょ うか 。こ の男性 には 何の瑕 疵も あり

ませ ん。 ただ元 気に な ろうと 温泉 につ かった だけ です。 白鳳 側は、

菌の ＤＮ Ａが一 致し て いない とい う理 由で、 保険 による 範囲 でし

か補 償し ない方 針を 決 めてい ます 。患 者さん から したら 理不 尽と

しか 言い ようが ない で すが、 米子 市と しては この 件にど のよ うに



対応されますでしょうか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 本 市の対 応に つい てのお 尋ね でござ いま す。

本件 につ きまし ては 、 淀江ゆ め温 泉に おける レジ オネラ 菌検 出に

つい ては という こと で ござい ます が、 施設の 管理 上の瑕 疵に よる

もの であ り、指 定管 理 基本協 定に 基づ き指定 管理 者が責 任を 負う

もの と理 解はし てる と ころで ござ いま すが、 事業 者から は、 さら

に、 御家 族の方 を含 め 、御理 解を いた だける よう 対応し てる とい

うふうな報告を受けております。以上です。

○岡田議長

こ の方 は ほかの 温浴 施設 の利用 はあ りませ んの で、

もし ４月 ２６日 の発 生 届の時 点で 白鳳 が米子 市に 報告を し、 入浴

営業 の休 止や利 用者 へ の呼び かけ をし ていた ら、 ４月２ ９日 に入

浴す るこ ともな かっ た かもし れま せん 。そう いう 意味で も、 白鳳

の責 任は 重いで す。 た だ、ゆ め温 泉は 市所有 の行 政財産 です ので、

施設 本体 と温浴 施設 と しての 基本 設備 の管理 責任 は米子 市に あり

ます 。で も、こ の施 設 の管理 につ いて 、指定 管理 者との 詳細 な負

担区 分や リスク 分担 表 はあり ませ ん。 その状 況で 、本当 に全 ての

責任 を白 鳳が負 わな け ればな らな いん でしょ うか 。協定 に基 づき

補償 は白 鳳の責 任で さ れるべ きで すが 、ひと まず 補償外 の部 分を

市が 負担 して、 後か ら 白鳳に 請求 する という 方法 もあろ うか と思

いますが、そのように対処いただけませんでしょうか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 市 が負担 する とい う方向 につ いての お尋 ねで

ござ いま すが、 先ほ ど も答弁 した とお りでご ざい まして 、施 設の



管理 上の 瑕疵と 、あ く までも その よう に考え てお ります 。利 用者

への 損害 賠償は 、指 定 管理者 が責 任を 負うも のと いう認 識で ござ

います。以上です。

○岡田議長

そ うは い っても 、施 設を 保有し てい る米子 市、 道義

的な 責任 の果た し方 と して一 旦立 替え はでき ない かと言 って いる

んで すが 、でき ない と いうよ うな 御答 弁でし た。 大変残 念で す。

今日 はそ の男性 と御 家 族も傍 聴に 来た いとお っし ゃって いた んで

すが 、お 店の営 業日 と いうこ とで 、で は、イ ンタ ーネッ トで 中継

もあ りま すので 、中 継 で御覧 くだ さい と言っ てい ますの で、 今、

見て くだ さって いる か もしれ ませ ん。 せめて 米子 市とし てお 見舞

いの言葉をかけるなど、できませんでしょうか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 お 見舞い の言 葉に ついて とい うこと でご ざい

ます 。こ のたび のレ ジ オネラ 症を 発症 された 方に 関する お問 合せ

があ った 方に際 しま し ては、 御心 配と 御迷惑 をお かけし たこ とに

つい て謝 意を伝 えた い と思っ てお りま すし、 体調 を崩さ れた 方に

対し まし ては、 一日 も 早い回 復を 願う 旨を重 ねて お伝え して きた

とこ ろで もござ いま す 。引き 続き 、指 定管理 者と ともに 利用 者の

皆様 の健 康と安 全を 最 優先に 考え 、安 心して 御利 用いた だけ る施

設運 営に 努めて いき た いと、 その よう に考え てお ります 。以 上で

す。

○岡田議長

今 回の 設 備など の対 処に よって 、レ ジオネ ラリ スク

は大 きく 下がる 見込 み ですが 、温 暖化 と高齢 化と いう外 的要 因の



変化 にそ れで追 いつ く かは分 かり ませ ん。冬 に向 けてレ ジオ ネラ

肺炎 の死 亡率が 上が る という よう な研 究もあ りま すので 、今 後も

施設保有者としての責任を果たしていってほしいと思います。

３ つ目 、指定 管理 者 制度と 専門 性の 担保に つい て伺い ます 。先

ほど の御 答弁で も民 営 化にか じを 切っ たとあ りま したが 、昨 年６

月２ ６日 の総務 政策 委 員会で 、白 鳳の 第２株 主で ある民 間団 体か

ら伊 木市 長に対 し、 よ り一層 民間 主体 の経営 とな るよう 、役 員体

制を 改め るなど によ り 白鳳の 経営 を委 ねてほ しい という 申入 れが

あっ た旨 、報告 され ま した。 その 後、 昨年６ 月か ら民間 のみ の役

員体 制に 改めら れま し た。こ の民 間団 体は、 温浴 施設の 経営 の実

績がある団体でしょうか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 温 浴施設 の経 営の 実績に つい てのお 尋ね でご

ざい ます 。指定 管理 者 である 株式 会社 白鳳、 そこ の取締 役で ござ

いま すけ れども 、淀 江 ゆめ温 泉の 開館 時から 運営 に携わ って いる

民間 事業 者でご ざい ま す。役 員の 中に は、当 該施 設で１ ０年 以上

にわ たり 支配人 を務 め てきた 者や 、３ 年間に わた り取締 役を 務め

てき た者 もいる こと か ら、経 営の 実績 はある とい うふう に捉 えて

おります。以上です。

○岡田議長

ち ょっ と 質問の 趣旨 が違 う。私 、白 鳳のこ とを 聞い

てい るの ではな くて 、 経営を 委ね てほ しいと 申入 れをさ れた 第２

株主 の民 間団体 のこ と を聞い てい ます 。この 団体 は温浴 施設 の経

営の経験がありますか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。



○山浦淀江支所長 ないと伺っております。

○岡田議長

ち ょっ と これ、 あら かじ め伝え てな いんで すが 、現

在は 、こ の民間 団体 の 方が副 市長 に代 わって 昨年 ６月か ら社 長を

務め てお られる わけ で すが、 副市 長が 社長の 間は 経営も 上向 き、

レジ オネ ラ症の 発生 も なかっ たわ けで すので 、そ もそも 経営 を委

ねる とい う判断 が誤 っ ていた ので はな いでし ょう か、コ メン トい

ただけますでしょうか。

○岡田議長 これ、通告はないんですか。

答えられますか。

山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 経 営を委 ねる 判断 につい てと いうこ との お尋

ねで ござ います 。温 浴 事業は 民業 とい う性格 が強 い業種 でご ざい

まし て、 民業と して 事 業の持 続性 を求 めてい くこ とが基 本的 な考

え方 だと いうふ うに 捉 えてお りま す。 そうし たと ころ、 第２ 株主

であ る民 間団体 から 、 民間主 体で の経 営を行 いた いとの 要望 があ

った こと から、 その タ イミン グで 経営 を委ね たと いう経 過が ござ

います。以上です。

○岡田議長

ち ょっ と あまり にも タイ ミング が合 い過ぎ て、 その

温浴 施設 の運営 をさ れ たこと のな い団 体が経 営を 担われ た、 その

後に 、こ れまで 起こ っ てなか った レジ オネラ 症の 発生が あっ たと

いう こと 、本当 に因 果 関係が ない のか 、また 今後 の検証 が必 要で

はないかと思っております。

白 鳳が 、温浴 施設 経 営につ いて 衛生 管理面 での コンサ ルタ ント



を受けたような実績がありましたでしょうか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 温 泉経営 に係 る管 理の委 託や コンサ ルタ ント

を受 けた ことが ある か につい ての お尋 ねでご ざい ます。 給排 水管

設備 の管 理や配 管等 の 清掃業 務な ど、 専門性 の高 い一部 業務 の委

託を行っていると伺っております。以上です。

○岡田議長

こ れも 白 鳳さん から 直接 伺った んで すが、 清掃 業者

は、 給排 水管設 備の 管 理を委 託し てい る事業 者か らさら に委 託さ

れて いる という こと を 伺って おり ます 。一般 論で 構わな いん です

が、 委託 された 事業 者 がさら に委 託す るとい った 孫請の よう なこ

とは、指定管理者制度上、問題ないんでしょうか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 指 定管理 にお ける 基本協 定の 中にあ る条 項で

ござ いま すけれ ども 、 管理業 務の 処理 を第三 者に 請け負 いし 、ま

たは 委託 しては なら な いとい うこ とは 原則で はご ざいま すが 、た

だし 、あ らかじ め承 認 を受け た一 部の 業務に つい て、こ れは 専門

性が ある 業務等 につ い てです けれ ども 、この 限り ではな いと いう

こと にい たして おり ま すので 、そ れに 準じて 対応 してい ると いう

ふうに理解しております。以上です。

○岡田議長

そ の清 掃 業務を また さら に委託 して いると いう こと

は、淀江振興課では把握をされていましたか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 一 般的な 清掃 、配 管清掃 では なく、 高圧 洗浄



とか 専門 の機械 が要 る ものに つい ては 、その 必要 性につ いて はあ

ったというふうに思っております。以上です。

○岡田議長

そ うで は なくて 、一 旦委 託した 業者 から再 委託 がさ

れていることを把握してたかどうかと聞いています。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 詳 しいそ うい った 経過に つい ては、 把握 して

なかったというふうに理解しております。以上です。

○岡田議長

こ れ、 問 題では ない です かね。 私も ちょっ と勉 強不

足な ので 、指定 管理 者 が委託 で委 託で 孫請で とい うこと がい いの

かど うか という のが ち ょっと 分か らな いんで すけ ど、ち ょっ とこ

の辺 り、 しっか り精 査 してい ただ かな いとい けな いと思 いま す。

これ 、本 当に重 要な ポ イント にな りま す、こ の安 全管理 にお いて。

なぜ なら 、温浴 施設 を 所有す る一 般の 民間事 業者 さんに 伺っ たと

ころ 、レ ジオネ ラ菌 の コント ロー ルと いうの は非 常に難 しい もの

であ ると いうこ とで 、 この辺 り、 米子 周辺で は、 この配 管の 清掃

業者 さん という のが 一 番詳し いの で、 自分の とこ ろでは そう いう

とこ ろか ら詳し くア ド バイス をい ただ きなが ら何 とか管 理を して

いる んだ という ふう に 伺った んで すが 、白鳳 の場 合は、 孫請 とい

うこ とで 直接の 委託 契 約にな って いな いので 、結 局、聞 いて みる

と同 じ清 掃業者 さん な んです が、 その 清掃業 者さ んから 安全 管理

につ いて アドバ イス な どはい ただ いた ことが ない という ふう に白

鳳で は言 ってお られ ま す。実 際に 配管 を見ら れた りされ てい る、

ほか の施 設の状 況も 知 ってお られ る、 そうい う業 者さん って いう



のに 話を 聞いて いた ら 、もし かし たら こうい うこ とが起 こら なか

ったんではないかなというふうに、私はそのとき思いました。

こ うい ったよ うに 、 専門性 の担 保が 危うい こう いう事 業者 に、

泉源 を所 有して いる と いう理 由だ けで また来 年度 からも 非公 募で

指定 管理 を任せ ると い うのは 、通 常考 えられ ない と思い ます が、

いかがでしょうか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 来 年度か らも 指定 管理を 任せ るか否 かに つい

てと いう お尋ね でご ざ います 。指 名指 定とし て現 指定管 理者 を選

定候 補者 として いる 理 由とし まし ては 、淀江 ゆめ 温泉の 泉源 を所

有し てい ること が大 き な要因 と考 えて おりま す。 また、 過去 ２５

年間 にわ たり管 理運 営 に当た って きて 、コロ ナ禍 におい ても 年間

１０ 万人 以上の 利用 者 を確保 する など 、温泉 経営 につい ても ある

程度 のノ ウハウ が蓄 積 されて ると いう ふうに 捉え ておる とこ ろで

ござ いま す。７ 月の 閉 会中委 員会 にて 報告し たこ と、こ うい った

こと も踏 まえま して 、 今後の 行く 末に つきま して は事業 者と 協議

をしてるところでございます。以上です。

○岡田議長

か なり 高 く白鳳 を評 価し ておら れる みたい です が、

白鳳 側は むしろ 公募 し てくれ と言 って おられ ます ので、 その 辺し

っかりすり合わせをしていただくよう要望しておきます。

営 業再 開後の レジ オ ネラ検 出は 、シ ャワー 水か ら基準 の 2,２ ０

０ 倍 と い う 驚 く よ う な 高 濃 度 で し た。 シャワ ーや カラン から の水

に地 下水 を使用 して い たこと が分 かり ました 。厚 労省の 「入 浴施

設の 衛生 管理の 手引 き 」では 、地 下水 を使用 する 場合は 常時 消毒



で有 効塩 素濃度 を保 つ 必要が あり 、カ ランや シャ ワーヘ ッド は毎

日の 洗浄 が推奨 され て います 。ゆ め温 泉では 、こ れまで 地下 水に

つい ては 配管洗 浄も 消 毒も指 導さ れて いなか った と伺っ てお りま

す。 マニ ュアル に書 か れてい るこ とさ え実施 され ていま せん ので、

事故 は起 こるべ くし て 起こっ たと 言え るので はな いでし ょう か。

指定 管理 や委託 、Ｐ Ｐ Ｐなど の官 民連 携によ り行 政側の 知見 や技

術が 失わ れるこ とは 、 議場で も委 員会 でも度 々指 摘をさ れて いま

す。 事業 者の管 理が 適 正かど うか を判 断する ため の職員 の技 術や

専門 性の 担保に つい て は、ど のよ うに 対応さ れる おつも りで すか。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 職 員 の技術 や専 門性 の担保 につ いてで ござ いま

すが 、２ ０４０ 年問 題 による 生産 年齢 人口の 減少 や、こ れに 伴う

労働 力や 税収の 減少 が 予測さ れる 中に おきま して 、高度 化、 多様

化す る住 民ニー ズに 対 応する ため には 、民間 事業 者をは じめ とし

た地 域の 多様な 主体 と 連携・ 協力 し、 質の高 い市 民サー ビス を提

供し てい く必要 がご ざ います 。そ のた めには 、公 民連携 の取 組を

進め てい く必要 があ る と考え てい ると ころで ござ います 。一 方で、

市は その 業務の 適正 性 や執行 につ いて 検査、 管理 してい く必 要が

ござ いま すので 、そ の ために は、 技術 力やノ ウハ ウを保 持で きる

よう な体 制を整 備し て いくこ とが 不可 欠だと 考え ており ます 。以

上です。

○岡田議長

今 、ア ク シデン トが ５件 起こっ てい る状況 で、 悠長

な話だなと思って聞いておりました。

８ 月２ ０日の 都市 経 済委員 会で は、 東山公 園で の倒木 事故 につ



いて 報告 があり まし た 。これ は直 営施 設での 事故 ですが 、委 員か

らは 、指 定管理 者へ の 米子市 の管 理責 任や専 門性 の担保 につ いて

発言 が相 次ぎま した 。 その中 で、 ２０ ０６年 ７月 に埼玉 県ふ じみ

野市 のプ ールで 起こ っ た小学 生の 死亡 事故に つい て、稲 田委 員よ

り御 紹介 があり まし た 。大変 痛ま しい 事故で すが 、この 事故 では

担当 職員 が刑事 罰を 受 けてい ます 。一 歩間違 って いたら 、淀 江ゆ

め温 泉も 同様の ケー ス になっ てい たお それが あり ますが 、ふ じみ

野市 のケ ースで は職 員 はどう いっ た理 由で刑 事責 任を問 われ たの

でしょうか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 ふ じみ野 市の 事件 で職員 が刑 事責任 を問 われ

た理 由に ついて のお 尋 ねでご ざい ます 。当該 施設 の管理 責任 者で

あっ た職 員が、 プー ル の安全 確保 に関 する業 務上 の注意 義務 を怠

り、 危険 な状態 で施 設 運営を 続け た結 果、人 身事 故を招 いた こと

から 刑事 責任を 問わ れ たもの と、 そう いった 認識 でござ いま す。

以上です。

○岡田議長

こ れ、 そ のまま 単語 を替 えると 、浴 場の安 全確 保に

関す る業 務上の 注意 義 務を怠 り、 危険 な状態 で施 設運営 を続 けた

結果 、レ ジオネ ラ症 発 生を招 いた 。淀 江ゆめ 温泉 の事例 と何 が違

うん でし ょうか 。こ の 状態で 営業 して いたと いう ことは 、業 務上

の注 意義 務を怠 って い る、危 険な 状態 で施設 運営 を続け てい る、

そう いう ことに は当 て はまら ない ので しょう か。 都市整 備課 では、

倒木 事故 を受け 、都 市 公園の 指定 管理 につい ては 高木作 業の 専門

的知 見を 求める 仕様 に すると いう こと ですが 、ゆ め温泉 の指 定管



理に つい ても何 らか の 専門性 を要 件に 加える 必要 はある と考 えま

すが、今後の方針について伺います。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 温 浴施設 経営 に関 する専 門性 につい てと いう

こと でお 尋ねを いた だ きまし た。 温浴 施設の 指定 管理者 の選 定に

おき まし ては、 安全 性 の確保 は大 前提 という こと は私ど もも 理解

して おり ます。 本市 と しまし ては 、こ れまで 県か らの温 浴事 業に

対す る助 言を踏 まえ 、 指定管 理の 選定 審査を 行う ことと して おり

ます 。そ れによ って 施 設の安 全性 を担 保する こと として おり ます

ので 、温 泉経営 に対 す る専門 性に 関し まして は、 要綱等 に記 載す

るという予定は今現在ございません。以上です。

○岡田議長

選 定審 査 の基準 が県 の助 言とい うこ とで、 不安 しか

ない と思 います 。ま た 次、３ 件目 が起 こる、 この ゆめ温 泉以 外の

とこ ろで また起 こる と いうよ うな リス クもあ るよ うに思 いま す。

これ に対 して、 市の 主 体的な 取組 とい うのは 全然 ないん でし ょう

か。 レジ オネラ リス ク につい て３ つの 要因を 上げ ました が、 本当

の要 因は 、市に とっ て 安全確 保が 自分 事にな って おらず 、県 の助

言に 従っ ていれ ば大 丈 夫だろ うと いう 思考停 止な のかも しれ ませ

ん。 せめ てこの マニ ュ アルを 白鳳 と米 子市と でし っかり 共有 して

はどうでしょうか。できませんか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 議 員さん から 御提 言いた だき ました 件に つき

ましては、共有したいというふうに考えます。以上です。

○岡田議長



ま ず、 こ れ第一 歩だ と思 います ので 、よろ しく お願

いいたします。

こ の中 に、浴 槽の 清 掃、消 毒の 効果 を確認 する 方法と して 、Ａ

ＴＰ 拭き 取り検 査と い うのが 紹介 され ていま す。 専門的 なこ とは

ここ では 言いま せん が 、これ 、事 業者 が日常 的に チェッ クで きる

検査 です ので、 今回 は 安全対 策と して これを 私か らは御 提案 して

おきます。

今 回、 レジオ ネラ 症 の患者 さん から の検体 、要 するに 、た んで

す、 と、 浴槽か ら採 水 した検 体の ＤＮ Ａが一 致し ていな いと いう

こと で、 淀江ゆ め温 泉 とレジ オネ ラ症 発症の 因果 関係は 不明 とさ

れて いま す。そ れを 理 由に、 白鳳 は補 償の範 囲を 制限し てい ます。

この ＤＮ Ａ検査 は、 正 確には 遺伝 子相 同性解 析、 ＰＦＧ Ｅと いい

ます 。こ れにつ いて 、 鳥取県 の衛 生環 境研究 所に 問い合 わせ てみ

まし た。 この検 査は 、 例えば 検体 が採 取でき ない 、検体 から 菌が

分離 でき ないと いう 理 由から 、そ もそ も検査 が実 施でき ない 場合

が多 いそ うです 。発 生 届があ って も、 この遺 伝子 解析が でき るの

は数 ％と いうこ とで す 。ゆめ 温泉 の一 連の患 者発 生にお いて 遺伝

子解 析が できた 例は 、 １例も あり ませ ん。Ｄ ＮＡ が一致 して いな

いの では なく、 検査 が できな かっ たの で、一 致し ている かも しれ

ない し、 してい ない か もしれ ない とい うこと が正 しいよ うに 思い

ます 。白 鳳側は 、一 致 してい ない 以上 、農作 業で 感染し たか もし

れな いし 、自宅 の風 呂 で感染 した かも しれな い、 それで も補 償対

応し てい るんだ と言 っ ていま すが 、鳥 取県の 感染 症発生 状況 を見

ます と、 ７月３ １日 時 点でレ ジオ ネラ 症は１ １件 、その うち ５件

がゆ め温 泉の利 用者 で す。ち なみ に昨 年は１ 年間 で９件 です 。実



際、 高濃 度にレ ジオ ネ ラ菌が 検出 され ている こと から、 原因 施設

であ るこ とは非 常に 濃 厚です 。た だ、 一つ、 ＤＮ Ａとい うピ ース

が埋 まっ ていな いだ け 。もし この ピー スが埋 まっ ていれ ば、 温浴

施設 の許 可取消 しと い う処分 にな って いたか もし れませ ん。 重症

化さ れた 上に補 償も 不 十分な 患者 さん にとっ ては 非常に 理不 尽な

状況 です が、こ のこ と をきっ かけ に、 遺伝子 相同 性解析 の精 度を

上げ る、 温浴許 可を 厳 格にす るな ど、 鳥取県 に対 しては 対処 して

いた だく ととも に、 保 健所を 持た ない ことを 理由 に専門 性の 担保

を諦 める のでは なく 、 施設所 有者 とし て、米 子市 も県の 指導 をう

のみ にせ ず、主 体的 に 管理す るこ とを 要望し ます 。今の 状態 では、

温浴 施設 を所有 する 資 格はな いこ とを 強く申 し上 げまし て、 私の

質問を終わります。以上です。

○岡田議長 以上で本日の日程は終了いたしました。

お 諮り いたし ます 。 本日は これ をも って散 会し 、明５ 日午 前１

０時 から 会議を 開き た いと思 いま す。 これに 御異 議あり ませ んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。

本日はこれをもって散会いたします。

午後４時１０分 散会


